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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
置 か れ る 指 の 側 面 か ら 該 指 を 照 射 す る 光 源 と 、
上 記 指 を 透 過 し た 上 記 光 源 か ら の 光 を 通 す 開 口 部 と 、
該 開 口 部 に 対 し て 上 記 指 と 反 対 側 に 位 置 し 、 上 記 開 口 部 を 透 過 し た 光 を 撮 像 す る 撮 像 部 と
、

照 射 を 制 限 す る 遮 光 部 と を 有 し 、
指 の 透 過 光 画 像 か ら 上 記 指 の 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 す る こ と を 特 徴 と す

る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

前 記 光 源 か ら の 光 の
前 記 撮 像 さ れ た 前 記

　 前 記 遮 光 部 は 、 前 記 撮 像 さ れ る 前 記 指 の 透 過 光 画 像 の 飽 和 領 域 を 低 減 さ せ る よ う に 前 記
光 源 か ら の 光 の 照 射 を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。

指 を 置 く 設 置 面 と 、
該 置 か れ る 指 に 対 し て 側 方 か ら 光 を 照 射 す る 光 源 と 、
上 記 置 か れ る 指 の 上 記 設 置 面 側 を 下 方 と し た と き 、 上 記 指 の 下 方 に 設 置 さ れ 、 上 記 指 を 透
過 し た 上 記 光 源 か ら の 光 を 撮 像 す る 撮 像 部 と 、
上 記 指 の 撮 像 部 側 へ の 照 射 を 制 限 す る 遮 光 部 と を 有 し 、
上 記 撮 像 さ れ た 上 記 指 の 透 過 光 画 像 か ら 上 記 指 の 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 す る こ と を 特 徴 と す
る 個 人 認 証 装 置 。

上 記 光 源 は 、 上 記 指 に 対 し て 左 右 方 向 か ら 該 指 を 照 射 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 個 人 認 証 装 置 。

上 記 光 源 は 上 記 遮 光 部 に 対 し て 上 記 撮 像 部 と 反 対 側 に 位 置 し 、



【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】

【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】

【 請 求 項 １ ４ 】

【 請 求 項 １ ５ 】
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上 記 遮 光 部 は 、 上 記 指 へ の 照 射 を 遮 光 す る 面 が 上 記 光 源 の 光 軸 と ほ ぼ 一 致 し 、 上 記 光 源 の
光 軸 が 上 記 指 の 上 半 面 に 向 く よ う に 位 置 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 個 人 認 証
装 置 。

上 記 指 の 太 さ を 計 測 す る 手 段 を さ ら に 有 し 、
該 計 測 さ れ た 指 の 太 さ に 応 じ て 上 記 遮 光 部 の 傾 き を 変 え 、 上 記 光 源 の 向 き を 調 節 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 。

置 か れ る 指 に 対 し て 左 右 ２ 方 向 か ら 該 指 を 照 射 す る ２ つ の 光 源 と 、
上 記 指 を 透 過 し た 上 記 光 源 か ら の 光 を 通 す 開 口 部 と 、
該 開 口 部 に 対 し て 上 記 指 と 反 対 側 に 設 置 さ れ 、 上 記 開 口 部 を 透 過 し た 光 を 撮 像 す る 撮 像 部
と 、
上 記 光 源 と 上 記 撮 像 部 と の 間 及 び 上 記 光 源 と 上 記 指 と の 間 に 位 置 し 、 上 記 開 口 部 へ の 上 記
光 の 照 射 を 抑 制 す る 遮 光 部 と を 有 し 、
上 記 撮 像 さ れ た 上 記 指 の 透 過 光 画 像 か ら 上 記 指 の 個 人 認 証 用 の 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 す る こ
と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。

上 記 撮 像 部 は 、 上 記 指 の 掌 側 か ら 、 上 記 指 を 透 過 し た 光 を 撮 像 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 。

人 の 上 記 指 の 血 管 パ タ ー ン を 記 録 す る 記 録 部 を さ ら に 有 し 、
上 記 抽 出 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と 予 め 上 記 記 録 部 に 登 録 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と を 照 合 し 、 個
人 認 証 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 。

上 記 指 の 根 元 を 支 持 す る 指 置 き 台 と 該 指 の 先 端 部 分 と 接 触 す る ガ イ ド と を 有 す る 上 記 指 の
位 置 決 め を す る ガ イ ド 部 を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置
。

上 記 ガ イ ド 部 の 指 先 設 置 部 分 に ス イ ッ チ が 設 置 さ れ 、
上 記 ス イ ッ チ が 押 さ れ た こ と で 上 記 個 人 認 証 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記
載 の 個 人 認 証 装 置 。

上 記 遮 光 部 は 弾 性 体 に 接 続 さ れ 、
上 記 指 を 上 記 ガ イ ド 部 に 置 く と き 、 上 記 弾 性 体 に よ り 上 記 遮 光 部 が ス ラ イ ド す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 。

２ つ の 上 記 光 源 は 上 記 指 を ２ 方 向 か ら タ イ ミ ン グ を ず ら し て 照 射 し 、
上 記 撮 像 部 は 上 記 タ イ ミ ン グ に 応 じ て 複 数 回 撮 像 し 、
上 記 複 数 の 撮 像 画 像 を 用 い て 上 記 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 個 人 認 証 装 置 。

置 か れ る 指 の 側 面 か ら 該 指 に 対 し て 光 を 照 射 し 、
該 指 に 対 し て 照 射 さ れ 開 口 部 を 透 過 し た 光 を 該 開 口 部 に 対 し て 上 記 指 と 反 対 側 か ら 撮 像 し
、
該 撮 像 さ れ た 上 記 指 の 透 過 光 画 像 か ら 上 記 指 の 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 す る 個 人 認 証 方 法 で あ
っ て 、
上 記 指 の 側 面 か ら の 光 の 照 射 が 制 限 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 方 法 。

　 上 記 指 の 透 過 光 画 像 の 飽 和 領 域 を 低 減 さ せ る よ う に 光 の 照 射 が 制 限 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 個 人 認 証 方 法 。



【 請 求 項 １ ６ 】

【 請 求 項 １ ７ 】

【 請 求 項 １ ８ 】

【 請 求 項 １ ９ 】
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設 置 面 に 置 か れ る 指 に 対 し て 側 方 か ら 該 指 を 照 射 し 、
上 記 置 か れ る 指 の 上 記 設 置 面 側 を 下 方 と し た と き 、 上 記 指 を 透 過 し た 光 を 上 記 指 の 下 方 か
ら 撮 像 し 、
該 撮 像 さ れ た 上 記 指 の 透 過 光 画 像 か ら 上 記 指 の 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 す る 個 人 認 証 方 法 で あ
っ て 、
上 記 指 を 撮 像 す る 側 へ の 上 記 指 に 対 す る 照 射 が 制 限 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証
方 法 。

上 記 指 に 対 し て 左 右 方 向 か ら 該 指 を 照 射 す る こ と を 特 徴 と す る １ ４ に 記 載 の 個 人 認 証 方 法
。

上 記 指 の 太 さ を 計 測 し 、
該 計 測 さ れ た 指 の 太 さ に 応 じ て 、 上 記 指 を 照 射 す る 光 の 進 行 方 向 を 調 節 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 個 人 認 証 方 法 。

各 人 の 上 記 指 の 血 管 パ タ ー ン を 記 録 し 、
上 記 抽 出 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と 予 め 上 記 記 録 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と を 照 合 し 、 本 人 か 否 か
を 認 証 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ の 何 れ か に 記 載 の 個 人 認 証 方 法 。
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